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。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
教
育
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

 

安 
 

永 
 
 
 
 

宏 
 
 
 

 

佐
賀
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 
 

佐
賀
県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
佐
賀
県
教
育
委
員
会
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号
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改
正
す
る
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第
一
章 

総
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
立
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
管
理
運
営

の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
管
理
規
程
） 

第
二
条 

校
長
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
及
び
こ
の
規
則
に
基
づ
い
て
、
学
校
の
管
理
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

校
長
は
、
前
項
の
管
理
規
程
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
場
合
に
は
、
佐
賀
県
教
育
委
員

会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
二
章 

学
校
運
営 

 

（
長
期
経
営
計
画
） 

第
三
条 

校
長
は
、
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
を
組
織
的
か
つ
計
画
的
に
行
う

た
め
、
長
期
経
営
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
長
期
経
営
計
画
を
策
定
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
と

と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
教
育
課
程
表
） 

第
四
条 

校
長
は
、
長
期
経
営
計
画
並
び
に
学
習
指
導
要
領
及
び
教
育
要
領
に
基
づ
き
、
翌

年
度
に
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
（
以
下
「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
に
履
修
さ
せ
る
普
通
教
育

及
び
専
門
教
育
に
関
す
る
教
科
及
び
科
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
単
位
数
の
計
画
を
ま
と
め
た

表
（
以
下
「
教
育
課
程
表
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
教
育
課
程
表
を
作
成
す
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
承
認
の
申
請
は
、
毎
年
七
月
末
日
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
年
間
運
営
計
画
） 

第
五
条 

校
長
は
、
長
期
経
営
計
画
及
び
教
育
課
程
表
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
、
年
間
運
営
計
画
を
作
成
し
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
教
育
委
員
会
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

当
該
年
度
の
教
育
目
標 

 

二 

学
習
指
導
、
生
徒
指
導
等
の
大
綱 

 

三 

教
科
及
び
学
級
を
担
任
す
る
職
員
並
び
に
特
別
活
動
等
を
指
導
す
る
職
員
の
配
置 

 

四 

学
校
行
事 

 

（
併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
） 
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第
六
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
中
学
校
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
及
び
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校
（
以
下
「
併
設
型
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
学
校
に
お
け
る
教
育
と
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育

を
一
貫
し
て
施
す
も
の
と
す
る
。 

併
設
型
中
学
校
名 

併
設
型
高
等
学
校
名 

佐
賀
県
立
致
遠
館
中
学
校 

佐
賀
県
立
致
遠
館
高
等
学
校 

佐
賀
県
立
唐
津
東
中
学
校 

佐
賀
県
立
唐
津
東
高
等
学
校 

佐
賀
県
立
香
楠
中
学
校 

佐
賀
県
立
鳥
栖
高
等
学
校 

佐
賀
県
立
武
雄
青
陵
中
学
校 
佐
賀
県
立
武
雄
高
等
学
校 

 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校
に
お
い
て
教
育
課
程

を
編
成
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
学
校
間
で
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
運
営
委
員
会
） 

第
七
条 

校
長
は
、
校
務
運
営
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
運
営
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

運
営
委
員
会
は
、
校
長
の
補
助
機
関
と
し
て
、
校
務
に
関
す
る
企
画
立
案
及
び
連
絡
調

整
そ
の
他
校
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
取
り
扱
う
。 

３ 

運
営
委
員
会
の
構
成
員
は
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
統
括
事
務
長
、
事
務
長
そ
の
他

校
長
が
必
要
と
認
め
た
者
と
す
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
は
、
校
長
が
定
め
る
。 

 

（
職
員
会
議
） 

第
八
条 

校
長
は
、
校
務
運
営
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
校
長
が
つ
か
さ
ど
る
校
務
の
円

滑
な
執
行
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
職
員
会
議
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

職
員
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
校
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
を
取
り
扱
う
。 
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一 

校
長
が
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
方
針
等
を
所
属
職
員
に
周
知
す
る
こ
と
。 

 

二 
校
長
が
校
務
運
営
に
関
す
る
決
定
等
を
行
う
場
合
に
、
所
属
職
員
の
意
見
を
聞
く
こ

と
。 

 

三 

校
長
が
所
属
職
員
相
互
の
連
絡
を
図
る
こ
と
。 

３ 

職
員
会
議
は
、
校
長
が
招
集
し
、
及
び
主
宰
す
る
。 

４ 

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
校
長
が
定
め
る
。 

 

（
学
校
評
議
員
） 

第
九
条 

学
校
に
、
学
校
評
議
員
を
置
く
。 

２ 

学
校
評
議
員
は
、
校
長
の
求
め
に
応
じ
、
学
校
運
営
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

学
校
評
議
員
は
、
当
該
学
校
の
職
員
以
外
の
者
で
教
育
に
関
す
る
理
解
及
び
識
見
を
有

す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
推
薦
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。 

 

（
学
校
評
価
） 

第
十
条 

校
長
は
、
学
校
の
教
育
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
当
該
学
校
の
教
育
活
動
そ
の

他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
学
校
の
実
情
に
応
じ
、
適
切
な

項
目
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

校
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
た
当
該
学
校
の
児
童
等
の
保

護
者
そ
の
他
の
学
校
関
係
者
に
よ
る
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

校
長
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
、
教
育
委
員
会
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
） 

第
十
一
条 

校
長
は
、
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
保
護
者
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そ
の
他
の
学
校
関
係
者
に
対
し
て
積
極
的
に
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

第
三
章 

学
年
、
学
期
及
び
休
業
日 

 

（
学
年
及
び
学
期
） 

第
十
二
条 

学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。 

２ 

前
項
の
学
年
を
次
の
三
学
期
に
分
け
る
。 

 

一 

第
一
学
期 

四
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で 

 

二 

第
二
学
期 

九
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

 

三 

第
三
学
期 

一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で 

３ 

校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教

育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
学
年
を
二
学
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

前
期 

四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で 

 

二 

後
期 

十
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

４ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
学
年
を
二
学
期
に
分
け
る
と
き
は
、
そ
の
実
施
年
度

の
前
年
度
の
七
月
末
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、

第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
学
期
の
始
期
及
び
終
期
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
学
期
の
始
期
及
び
終
期
を
変
更
す
る
と
き
は
、
そ
の

実
施
年
度
の
四
月
末
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
休
業
日
） 

第
十
三
条 

休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

日
曜
日
及
び
土
曜
日 

 

二 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る

休
日 

 

三 

春
季
休
業
日 

四
月
一
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で 

 

四 

夏
季
休
業
日 

七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で 
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五 

冬
季
休
業
日 

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で 

 

六 
学
年
末
休
業
日 

三
月
二
十
五
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で 

２ 

校
長
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
年
を
二
学
期
に
分
け
る
場
合
に
は
、
前
項
各

号
に
掲
げ
る
休
業
日
の
ほ
か
、
九
月
二
十
五
日
か
ら
十
月
七
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
秋

季
休
業
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
第
三
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
掲
げ
る
休
業
日
の
期
間
を
変
更
し
、
そ
の
変
更
後
の
休
業
日
の
通
算
日
数
と
秋

季
休
業
日
の
日
数
と
の
合
計
日
数
が
、
変
更
前
の
休
業
日
の
通
算
日
数
を
超
え
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

校
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

休
業
日
の
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
校
長
は
、
あ
ら
か

じ
め
そ
の
理
由
及
び
期
間
を
付
し
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
授
業
日
と
休
業
日
と
を
振
り
替
え
、

又
は
休
業
日
を
授
業
日
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
休
業
日
を
授
業
日
に
変
更
す
る
と
き
は
、
児
童
等
の

負
担
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
五
項
の
規
定
は
、
通
信
制
の
課
程
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
臨
時
休
業
） 

第
十
四
条 

校
長
は
、
非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
業
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
休
業
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
速
や
か

に
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

授
業
を
行
わ
な
い
期
間 

 

二 

非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
の
概
要 

 

三 

そ
の
他
校
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

３ 

校
長
は
、
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
臨
時
に
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休
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
教
育
委
員
会
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
校
長
に
臨
時
の
休
業
を
指
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
実
施
の
状
況

を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
四
章 

教
科
書
及
び
教
材 

 

（
教
科
書
の
採
択
及
び
教
材
の
選
定
） 

第
十
五
条 

教
科
書
の
採
択
は
、
教
育
委
員
会
が
行
う
。 

２ 

学
校
が
教
育
活
動
の
た
め
に
使
用
す
る
図
書
そ
の
他
の
教
材
（
教
科
書
を
除
く
。
以
下

「
教
材
」
と
い
う
。
）
の
選
定
は
、
校
長
が
行
う
。 

 

（
経
済
的
負
担
の
考
慮
） 

第
十
六
条 

校
長
は
、
教
材
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
に
つ

い
て
、
特
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
承
認
を
要
す
る
教
材
） 

第
十
七
条 

校
長
は
、
教
科
書
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
教
科
又
は
科
目
の
主
た
る
教
材
と
し

て
使
用
す
る
教
科
用
図
書
を
選
定
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
届
出
を
要
す
る
教
材
） 

第
十
八
条 

校
長
は
、
次
に
掲
げ
る
教
材
を
使
用
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
教
育
委
員

会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

副
読
本
の
類 

 

二 

資
料
集
の
類 

 
 
 

第
五
章 

入
学
、
休
学
等 

 

（
入
学
） 

第
十
九
条 

入
学
は
、
校
長
が
許
可
す
る
。 

7



２ 

入
学
の
時
期
は
、
校
長
が
定
め
る
日
と
す
る
。 

３ 
校
長
は
、
入
学
を
許
可
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
教
育
委
員
会

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

入
学
志
願
者
数 

 

二 

入
学
を
許
可
し
た
者
の
数 

４ 

入
学
者
の
選
抜
に
関
す
る
事
項
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
編
入
学
） 

第
二
十
条 

編
入
学
を
希
望
す
る
者
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
選
考
の
上
、
相
当
年
齢
に

達
し
、
編
入
学
を
希
望
す
る
学
年
に
在
学
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
に
つ
い
て
、
第
一
学
年
の
途
中
又
は
第
二
学
年
以
上
へ
の
入
学
を
許
可
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
課
程
（
以
下
「
単
位

制
に
よ
る
課
程
」
と
い
う
。
）
へ
の
入
学
を
許
可
す
る
場
合
は
、
修
得
し
た
単
位
に
応
じ
、

相
当
の
期
間
を
在
学
し
た
期
間
と
み
な
し
て
、
そ
の
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
転
学)

 

第
二
十
一
条 

転
学
を
希
望
す
る
者
（
以
下
「
転
学
希
望
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
事
由
を

付
し
、
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
具
し
、
生
徒

の
在
学
証
明
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
転
学
希
望
先
の
学
校
の
校
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

転
学
希
望
先
の
学
校
の
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

教
育
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
転
学
の
事
由
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
修
得
し
た
単
位

に
応
じ
、
相
当
す
る
学
年
へ
の
転
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
単
位
制
に

よ
る
課
程
へ
の
転
学
を
許
可
す
る
場
合
は
、
修
得
し
た
単
位
に
応
じ
、
相
当
の
期
間
を
在
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学
し
た
期
間
と
み
な
し
て
、
転
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 
転
学
希
望
先
の
学
校
の
校
長
は
、
転
学
を
許
可
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
転
学
希
望
者

が
在
学
す
る
学
校
の
校
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

転
学
希
望
者
が
在
学
す
る
学
校
の
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き

は
、
指
導
要
録
の
写
し
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
転
学
先
の
校
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
転
籍
） 

第
二
十
二
条 

全
日
制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
相
互
間
の
転
籍
を
希

望
す
る
者
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
支
障
が
な

く
、
か
つ
、
転
籍
の
事
由
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
修
得
し
た
単
位
に
応
じ
、
相
当
学

年
へ
の
転
籍
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
単
位
制
に
よ
る
課
程
へ
の
転
籍
を

許
可
す
る
場
合
は
、
修
得
し
た
単
位
に
応
じ
、
相
当
の
期
間
を
在
学
し
た
期
間
と
み
な
し

て
、
転
籍
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
転
科
） 

第
二
十
三
条 

他
の
学
科
に
転
科
を
希
望
す
る
者
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
校
長
に
願
い
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
支
障
が
な

く
、
か
つ
、
そ
の
事
由
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
相
当
学
年
へ
の
転
科
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

（
留
学
） 

第
二
十
四
条 

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
生
徒
で
外
国
の
学
校
へ
の
留
学

を
希
望
す
る
も
の
は
、
校
長
に
そ
の
旨
を
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
留
学
の
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
有

益
と
認
め
る
と
き
は
、
留
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
留
学
を
許
可
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
は
、
外
国
の
学
校

に
お
け
る
履
修
を
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
お
け
る
履
修
と
み
な
し
、

三
十
六
単
位
を
超
え
な
い
範
囲
で
単
位
の
修
得
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
一
部
履
修
） 

第
二
十
五
条 

定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
の
生
徒
で
他
の
高
等
学
校
の
通
信
制
の

課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
の
科
目
の
履
修
（
以
下
「
一
部
履
修
」
と
い
う
。
）
を
希
望
す
る

も
の
は
、
在
学
す
る
高
等
学
校
の
校
長
に
そ
の
旨
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
有
益
と
認

め
る
と
き
は
、
一
部
履
修
を
希
望
す
る
高
等
学
校
の
校
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
当
該
高
等
学
校
の
校
長
は
、
教
育
上
支
障
が
な
く
、

か
つ
、
一
部
履
修
の
事
由
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
一
部
履
修
を
許
可
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
休
学
） 

第
二
十
六
条 

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
生
徒
で
病
気
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
由
に
よ
り
一
月
以
上
就
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
、
そ
の
事
由
及
び
期
間

を
付
し
、
医
師
の
証
明
書
そ
の
他
そ
の
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
校
長
に
休
学
を

願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
由
を
適
当

と
認
め
る
と
き
は
、
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
休
学
の
期
間
は
、
一
月
以
上
一
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
を
三
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
復
学
） 

第
二
十
七
条 

休
学
の
事
由
が
消
滅
し
、
復
学
を
希
望
す
る
者
は
、
校
長
に
復
学
を
願
い
出

る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
由
を
適
当

と
認
め
る
と
き
は
、
復
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
就
学
督
促
及
び
出
席
停
止
） 

第
二
十
八
条 
校
長
は
、
中
学
校
の
生
徒
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の

児
童
又
は
生
徒
が
、
休
業
日
を
除
き
引
き
続
き
七
日
間
出
席
せ
ず
、
そ
の
他
出
席
状
況
が

良
好
で
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
保
護
者
に
正
当
な
理
由
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
保
護
者
に
児
童
又
は
生
徒
の
出
席
を
督
促
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨

を
当
該
児
童
又
は
当
該
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
感
染
症
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
児
童
等
が
い
る
と
き

は
、
出
席
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

校
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
席
を
督
促
し
、
又
は
出
席
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
単
位
の
授
与
） 

第
二
十
九
条 

校
長
は
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
生
徒
が
学
校
の
定
め

る
指
導
計
画
に
基
づ
き
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
成
果
が
当
該
授
業
科
目
の
目
標
に
達

し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
年
末
に
当
該
授
業
科
目
の
単
位
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
に
は
、
学
期
ご
と
に
当
該
単
位
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
生
徒
が
行
う
次
に
掲
げ
る
学
修
を
当
該
生

徒
の
在
学
す
る
高
等
学
校
に
お
け
る
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、
当
該
科
目
の
単
位
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
専
門
課
程
に
お
け
る

学
修
そ
の
他
の
教
育
施
設
等
に
お
け
る
学
修
で
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の 

 

二 

知
識
及
び
技
能
に
関
す
る
審
査
で
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
学
修 
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三 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
そ
の
他
の
継
続
的
に
行
わ
れ
る
活
動
（
当
該
生
徒
の
在
学
す
る

高
等
学
校
の
教
育
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
学
修
で
教
育
委
員

会
が
別
に
定
め
る
も
の 

 

（
課
程
修
了
の
認
定
） 

第
三
十
条 

各
学
年
の
課
程
の
修
了
の
認
定
は
、
児
童
等
の
平
素
の
成
績
を
評
価
し
て
、
校

長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
原
級
留
置
） 

第
三
十
一
条 

校
長
は
、
各
学
年
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
者
を

当
該
学
年
に
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
卒
業
の
認
定
） 

第
三
十
二
条 

校
長
は
、
児
童
等
が
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当

該
児
童
等
の
卒
業
を
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

卒
業
の
時
期
は
、
校
長
が
定
め
る
日
と
す
る
。 

３ 

通
信
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
校
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
卒
業
の
認
定
（
以

下
「
卒
業
の
認
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
通
信
制
の
課
程
の
生
徒
が
、

当
該
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
又
は
他
の
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
若
し
く
は
通
信

制
の
課
程
に
お
い
て
一
部
の
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し
た
単
位
数

を
当
該
高
等
学
校
の
卒
業
に
必
要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

定
時
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
校
長
は
、
卒
業
の
認
定
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、

当
該
定
時
制
の
課
程
の
生
徒
が
、
当
該
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
又
は
他
の
高
等
学
校

の
通
信
制
の
課
程
に
お
い
て
一
部
の
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
当
該
修
得
し
た

単
位
数
を
当
該
高
等
学
校
の
卒
業
に
必
要
な
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

校
長
は
、
卒
業
の
認
定
を
行
っ
た
児
童
等
に
対
し
て
、
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
も
の
と

す
る
。 

６ 

中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
毎
年
度
終
了
後
速
や
か
に
、
中
学
校
又
は
特
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別
支
援
学
校
の
小
学
部
若
し
く
は
中
学
部
を
卒
業
し
た
者
の
氏
名
を
そ
の
者
の
住
所
の
存

す
る
市
町
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
退
学
） 

第
三
十
三
条 
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
の
生
徒
で
退
学
を
希
望

す
る
も
の
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
、
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
由
を
適
当

と
認
め
る
と
き
は
、
退
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

中
学
校
の
校
長
は
、
生
徒
が
退
学
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
生
徒
の

住
所
の
存
す
る
市
町
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
除
籍
） 

第
三
十
四
条 

校
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
生
徒
を
除
籍
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

一 

死
亡
し
た
生
徒 

 

二 

長
期
間
に
わ
た
り
行
方
不
明
の
生
徒 

 

三 

第
二
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
な
お
復
学
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
生
徒 

 

四 

在
籍
期
間
が
六
年
（
定
時
制
課
程
に
あ
っ
て
は
、
八
年
）
を
超
え
る
生
徒 

２ 

前
項
第
四
号
の
規
定
は
、
高
等
学
校
の
通
信
制
に
在
学
す
る
生
徒
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

（
再
入
学
） 

第
三
十
五
条 

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
退
学
し
、
又
は
除
籍
さ
れ
た
者

で
、
退
学
又
は
除
籍
の
日
か
ら
二
年
以
内
に
再
入
学
を
希
望
す
る
も
の
は
、
そ
の
旨
を
校

長
に
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
支
障
が
な

く
、
そ
の
事
由
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
退
学
又
は
除
籍
当
時
の
学
年
以
下
の
学
年
へ

の
再
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
特
別
支
援
学
校
の
入
学
等
の
特
例
） 

第
三
十
六
条 

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
入
学
、
編
入
学
又
は
転
学
に
つ
い

て
は
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
教
育
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
五
条
か
ら
第
六
条
の
四
ま
で
及
び
第
十
四
条

か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
退
学
等
の
報
告
） 

第
三
十
七
条 

校
長
は
、
編
入
学
、
転
学
、
転
籍
、
転
科
、
留
学
、
休
学
、
復
学
、
退
学
及

び
再
入
学
を
許
可
し
た
者
の
数
に
あ
っ
て
は
毎
学
期
終
了
後
、
原
級
留
置
及
び
除
籍
を
し

た
者
の
数
に
あ
っ
て
は
毎
年
度
終
了
後
、
速
や
か
に
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
寄
宿
舎
） 

第
三
十
八
条 

寄
宿
舎
へ
の
入
舎
を
希
望
す
る
児
童
等
の
保
護
者
は
、
そ
の
旨
を
校
長
に
願

い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
通
学
困
難
そ
の
他

の
理
由
に
よ
り
寄
宿
舎
の
利
用
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
入
舎
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

寄
宿
舎
か
ら
の
退
舎
を
希
望
す
る
児
童
等
の
保
護
者
は
、
そ
の
旨
を
校
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
聴
講
） 

第
三
十
九
条 

校
長
は
、
高
等
学
校
の
定
時
制
又
は
通
信
制
の
課
程
の
科
目
の
う
ち
特
定
の

科
目
の
履
修
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
選
考
の
上
、
聴
講
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
聴
講
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

（
修
学
旅
行
） 

第
四
十
条 

校
長
は
、
修
学
旅
行
を
実
施
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
承
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 

修
学
旅
行
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
表
彰
） 

第
四
十
一
条 

校
長
は
、
児
童
等
の
本
分
を
守
り
他
の
模
範
と
な
る
者
又
は
特
に
賞
賛
に
値

す
る
行
為
が
あ
っ
た
者
を
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
懲
戒
） 

第
四
十
二
条 

校
長
及
び
教
員
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
児
童
等
に
懲

戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

２ 

校
長
及
び
教
員
が
児
童
等
に
懲
戒
を
加
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
等
の
心
身
の
発
達

に
応
ず
る
等
教
育
上
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

懲
戒
の
う
ち
、
退
学
、
停
学
及
び
訓
告
の
処
分
は
、
校
長
が
こ
れ
を
行
う
。 

４ 

前
項
の
退
学
は
、
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
を
除
き
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

二 

学
力
劣
等
で
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

三 

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者 

 

四 

学
校
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
生
徒
と
し
て
の
本
分
に
反
し
た
者 

５ 

第
三
項
の
停
学
は
、
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
対
し
て
は
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

６ 

校
長
は
、
生
徒
に
懲
戒
に
よ
る
退
学
又
は
停
学
を
命
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

旨
を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
事
故
） 

第
四
十
三
条 

校
長
は
、
児
童
等
に
、
事
故
に
よ
る
死
亡
そ
の
他
重
大
な
事
件
が
生
じ
た
と

き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
六
章 

職
員 

 

（
校
長
） 

第
四
十
四
条 

学
校
に
校
長
を
置
く
。 
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２ 

校
長
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 
学
校
教
育
の
管
理
、
所
属
職
員
の
管
理
、
学
校
施
設
の
管
理
及
び
学
校
事
務
の
管
理

に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

所
属
職
員
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
職
務
上
委
任
さ
れ
、
又
は
命
令
さ
れ
た
事
項
に

関
す
る
こ
と
。 

 

（
副
校
長
） 

第
四
十
五
条 

学
校
に
副
校
長
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

副
校
長
は
、
校
長
が
命
ず
る
事
務
を
掌
理
す
る
。 

３ 

副
校
長
は
、
校
長
不
在
の
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
教
頭
） 

第
四
十
六
条 

学
校
に
教
頭
を
置
く
。
た
だ
し
、
副
校
長
を
置
く
と
き
は
、
教
頭
を
置
か
な

い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

全
日
制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
の
う
ち
二
以
上
の
課
程
を
置
く

高
等
学
校
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
程
に
関
す
る
校
務
を
分
担
し
て
整
理
す
る
教
頭

を
置
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
命
を
受
け
て
当
該
課
程
に
関
す
る
校
務
を
つ
か
さ
ど
る

副
校
長
が
置
か
れ
る
一
の
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
分
校
を
有
す
る
学
校
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
学

校
に
複
数
の
教
頭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

教
頭
は
、
校
長
（
副
校
長
を
置
く
学
校
に
あ
っ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長
）
を
助
け
、

校
務
を
整
理
し
、
及
び
必
要
に
応
じ
て
児
童
等
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
。 

５ 

教
頭
は
、
校
長
（
副
校
長
を
置
く
学
校
に
あ
っ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長
）
が
不
在
の

と
き
は
、
校
長
（
副
校
長
を
置
く
学
校
に
あ
っ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長
）
の
職
務
を
代

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
頭
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
校
長
が
定
め
た
順
序
で
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。 
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（
主
幹
教
諭
） 

第
四
十
七
条 

学
校
に
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

主
幹
教
諭
は
、
校
長
（
副
校
長
を
置
く
学
校
に
あ
っ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長
）
及
び

教
頭
を
助
け
、
校
長
の
命
を
受
け
て
校
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
児
童
等
の
教
育
を

つ
か
さ
ど
る
。 

 

（
指
導
教
諭
） 

第
四
十
八
条 

学
校
に
指
導
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
導
教
諭
は
、
児
童
等
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
り
、
並
び
に
教
諭
そ
の
他
の
職
員
に
対
し

て
、
教
育
指
導
の
改
善
及
び
充
実
の
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
。 

 

（
教
務
主
任
等
） 

第
四
十
九
条 

学
校
に
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
保
健
主
事
、
生
徒
指
導
主
事
及
び
進
路
指

導
主
事
を
置
く
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
学
年
主
任
を
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
支
援
学
校
に
あ
っ
て
は
、
中
学
部
及
び
高
等
部
に
生
徒

指
導
主
事
及
び
進
路
指
導
主
事
を
置
く
。 

３ 

教
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
教
育
計
画
の
立
案
そ
の
他
の
教
務
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

４ 

学
年
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
当
該
学
年
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

５ 

保
健
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
学
校
に
お
け
る
保
健
に
関
す
る
事
項
の
管
理
に

当
た
る
。 

６ 

生
徒
指
導
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
生
徒
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、

当
該
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

７ 

進
路
指
導
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
生
徒
の
職
業
選
択
の
指
導
そ
の
他
の
進
路

の
指
導
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
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言
に
当
た
る
。 

８ 
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
生
徒
指
導
主
事
及
び
進
路
指
導
主
事
は
当
該
学
校
の
教
諭
等

（
教
諭
、
主
幹
教
諭
又
は
指
導
教
諭
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
か
ら
、
保
健
主
事
は

当
該
学
校
の
教
諭
等
又
は
養
護
教
諭
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員

会
が
命
ず
る
。 

 

（
司
書
教
諭
） 

第
五
十
条 

学
校
に
司
書
教
諭
を
置
く
。
た
だ
し
、
学
校
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規
模
以
下
の
学
校
に
あ
っ
て

は
、
司
書
教
諭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

司
書
教
諭
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
学
校
図
書
館
の
専
門
的
職
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

３ 

司
書
教
諭
は
、
当
該
学
校
の
司
書
教
諭
の
資
格
を
有
す
る
教
諭
等
の
う
ち
か
ら
、
校
長

の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
学
科
主
任
） 

第
五
十
一
条 

二
以
上
の
学
科
を
置
く
学
校
に
、
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
ご
と
に
学
科

主
任
を
置
く
。 

２ 

学
科
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
当
該
学
科
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

３ 

学
科
主
任
は
、
当
該
学
校
の
教
諭
等
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委

員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
農
場
長
） 

第
五
十
二
条 

農
業
に
関
す
る
専
門
教
育
を
行
う
学
科
を
置
く
学
校
に
、
農
場
長
を
置
く
。 

２ 

農
場
長
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
農
業
に
関
す
る
実
習
地
及
び
実
習
施
設
の
運
営
に

関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
農
業
に
関
す
る
専
門
教
育
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調

整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

３ 

農
場
長
は
、
当
該
学
校
の
教
諭
等
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
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会
が
命
ず
る
。 

 

（
学
部
主
事
） 

第
五
十
三
条 

特
別
支
援
学
校
の
学
部
に
学
部
主
事
を
置
く
。 

２ 

学
部
主
事
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
部
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
り
、
当
該
事
項

に
つ
い
て
、
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

３ 

学
部
主
事
は
、
当
該
学
校
の
教
諭
等
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委

員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
寮
務
主
任
等
） 

第
五
十
四
条 

寄
宿
舎
を
設
け
る
特
別
支
援
学
校
に
、
寮
務
主
任
及
び
舎
監
を
置
く
。 

２ 

寮
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寮
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指

導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

３ 

舎
監
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寄
宿
舎
の
管
理
及
び
寄
宿
舎
に
お
け
る
児
童
等
の
教

育
に
当
た
る
。 

４ 

寮
務
主
任
及
び
舎
監
は
、
当
該
学
校
の
教
諭
等
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、

教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
教
務
主
任
等
の
任
期
） 

第
五
十
五
条 

第
四
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
教
務
主
任
等
の
任
期
は
、
四
月
一

日
（
学
年
の
途
中
に
お
い
て
主
任
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
命
ぜ
ら
れ
た

日
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

 

（
そ
の
他
の
主
任
） 

第
五
十
六
条 

校
長
は
、
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
主
任
等
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
校
務
を

分
担
す
る
主
任
等
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
実
習
教
諭
） 

第
五
十
七
条 

学
校
に
、
実
習
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

実
習
教
諭
は
、
実
験
又
は
実
習
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
、
教
諭
等
の
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職
務
を
助
け
る
。 

３ 
実
習
教
諭
は
、
実
習
教
師
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
実
習
教
師
） 

第
五
十
八
条 
学
校
に
、
実
習
教
師
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

実
習
教
師
は
、
実
験
又
は
実
習
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
、
教
諭
等
の
職
務
を

助
け
る
。 

３ 

実
習
教
師
は
、
実
習
助
手
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
栄
養
教
諭
等
） 

第
五
十
九
条 

学
校
に
栄
養
教
諭
又
は
学
校
栄
養
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

栄
養
教
諭
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
食
に
関
す
る
指
導
並
び
に
学
校
給
食
及
び
寄
宿

舎
食
（
寄
宿
舎
で
提
供
す
る
食
事
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
専
門
的
な
知
識
及
び
技

術
を
必
要
と
す
る
職
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

３ 

学
校
栄
養
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
給
食
及
び
寄
宿
舎
食
に
関
し
専
門
的
な

知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

（
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
） 

第
六
十
条 

寄
宿
舎
を
設
け
る
学
校
に
、
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

主
任
寄
宿
舎
指
導
員
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
寄
宿
舎
に
お
け
る
児
童
等
の
日
常
生

活
上
の
世
話
及
び
生
活
指
導
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指
導

及
び
助
言
に
当
た
る
。 

３ 

主
任
寄
宿
舎
指
導
員
は
、
副
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
副
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
） 

 

第
六
十
一
条 

寄
宿
舎
を
設
け
る
学
校
に
、
副
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

副
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
は
、
寄
宿
舎
に
お
け
る
児
童
等
の
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
生

活
指
導
に
関
す
る
専
門
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
連
絡
調
整
、
指
導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

３ 

副
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
は
、
寄
宿
舎
指
導
員
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。 
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（
統
括
事
務
長
等
） 

第
六
十
二
条 

学
校
に
統
括
事
務
長
又
は
事
務
長
を
置
く
。 

２ 

統
括
事
務
長
及
び
事
務
長
は
、
校
長
の
命
を
受
け
、
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
監

督
す
る
。 

 

（
事
務
主
任
） 

第
六
十
三
条 

学
校
に
事
務
主
任
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

事
務
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
事
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
、
指

導
及
び
助
言
に
当
た
る
。 

３ 

事
務
主
任
は
、
当
該
学
校
の
事
務
職
員
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育

委
員
会
が
命
ず
る
。 

 

（
事
務
職
員
等
の
職
） 

第
六
十
四
条 

事
務
職
員
、
技
術
職
員
、
事
務
員
及
び
技
術
員
の
職
に
つ
い
て
は
、
教
育
委

員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
校
務
の
分
掌
） 

第
六
十
五
条 

校
長
は
、
法
令
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
必
要
な
校
務
分

掌
組
織
を
定
め
、
職
員
に
分
掌
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
教
科
、
学
級
担
任
等
） 

第
六
十
六
条 

校
長
は
、
教
科
及
び
学
級
を
担
任
す
る
職
員
並
び
に
特
別
教
育
活
動
を
指
導

す
る
職
員
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
職
員
の
勤
務
時
間
等
） 

第
六
十
七
条 

職
員
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
並
び
に
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及

び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
佐
賀
県
条
例
第
十
八
号
）
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平

成
七
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
校
長
が
行
う
。 

 

（
宿
日
直
） 
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第
六
十
八
条 

校
長
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
、
職
員
に
宿
日
直
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

宿
日
直
は
、
学
校
の
施
設
、
設
備
及
び
書
類
等
の
保
全
、
外
部
と
の
連
絡
、
文
書
の
収

受
並
び
に
校
内
の
監
視
を
行
う
。 

３ 

宿
日
直
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
校
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

（
休
暇
等
） 

第
六
十
九
条 

職
員
の
休
暇
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
部
分
休
業
（
以
下
「
部
分
休
業
」

と
い
う
。
）
は
、
校
長
が
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
校
長
の
五
日
以
上
に
わ
た
る
休
暇
及
び
部

分
休
業
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
次
に
掲
げ
る
休
暇
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

産
前
休
暇
及
び
産
後
休
暇 

 

二 

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
又

は
準
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
の
結
核
性
疾
患
休
暇 

 

三 

介
護
休
暇 

 

四 

そ
の
他
三
十
日
以
上
に
わ
た
る
休
暇 

 

（
出
張
） 

第
七
十
条 

職
員
の
出
張
は
、
校
長
が
命
ず
る
。
た
だ
し
、
校
長
の
宿
泊
を
伴
う
出
張
で
引

き
続
き
五
日
以
上
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
扶
養
手
当
等
の
認
定
） 

第
七
十
一
条 

職
員
の
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
は
、
校
長

が
認
定
す
る
。 

 

（
職
員
に
関
す
る
調
査
報
告
） 
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第
七
十
二
条 

校
長
は
、
毎
年
度
、
五
月
一
日
現
在
に
お
け
る
職
員
調
査
表
を
教
育
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

校
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
氏
名
変
更
、
死
亡
そ
の
他
異
例
の

事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
速
や
か
に
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
七
章 

施
設
及
び
設
備 

 

（
管
理
の
責
任
者
） 

第
七
十
三
条 

校
長
は
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
に
従
い
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
（
備

品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
理
を
総
括
し
、
そ
の
保
全
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

職
員
は
、
校
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
管
理
を
分
任
す

る
。 

 

（
施
設
等
の
表
簿
） 

第
七
十
四
条 

校
長
は
、
財
産
台
帳
、
備
品
台
帳
そ
の
他
管
理
に
関
す
る
表
簿
を
調
製
し
、

常
に
そ
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
設
備
の
亡
失
等
） 

第
七
十
五
条 

校
長
は
、
学
校
の
施
設
、
設
備
の
全
部
又
は
一
部
が
、
き
損
又
は
亡
失
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
教
育
委
員
会
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
警
備
防
災
の
計
画
） 

第
七
十
六
条 

校
長
は
、
学
年
の
初
め
に
、
学
校
の
警
備
及
び
防
火
そ
の
他
の
防
災
の
計
画

を
作
成
し
、
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
八
章 

そ
の
他 

 

（
危
機
管
理
） 

第
七
十
七
条 

校
長
は
、
学
校
に
お
い
て
、
事
故
、
加
害
行
為
、
災
害
等
（
以
下
「
事
故
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
児
童
等
に
生
じ
る
危
険
を
防
止
し
、
及
び
事
故
等
に
よ
り
児
童
等
に
危

険
又
は
危
害
が
現
に
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
緊
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急
連
絡
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
学
校
要
覧
） 

第
七
十
八
条 

学
校
は
、
毎
年
度
、
学
校
要
覧
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
学
校
要
覧
に
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
表
簿
） 

第
七
十
九
条 

学
校
は
、
法
令
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
表
簿
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

学
校
沿
革
誌 

 

二 

卒
業
証
書
台
帳 

 

三 

指
導
要
録 

 

四 

諸
証
明
書
台
帳 

 

五 

宿
日
直
日
誌 

 

六 

保
健
日
誌 

 

七 

そ
の
他
必
要
な
表
簿 

２ 

前
項
の
表
簿
中
、
学
校
沿
革
誌
及
び
卒
業
証
書
台
帳
は
永
久
に
、
指
導
要
録
（
学
籍
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
二
十
年
間
、
そ
の
他
の
表
簿
は
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

（
文
書
） 

第
八
十
条 

文
書
事
務
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
佐
賀
県

教
育
庁
文
書
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
佐
賀
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
を
準
用
す
る
。 

 

（
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
） 

第
八
十
一
条 

佐
賀
県
情
報
公
開
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
十
七
号
）
に
基
づ

く
公
文
書
の
開
示
及
び
佐
賀
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
佐
賀
県
条
例
第
三
十

七
号
）
に
基
づ
く
個
人
情
報
の
開
示
の
決
定
等
は
、
校
長
が
行
う
。 
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（
保
護
者
納
付
金
に
関
す
る
事
務
処
理
） 

第
八
十
二
条 

校
長
は
、
保
護
者
若
し
く
は
児
童
等
（
以
下
「
保
護
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は

学
校
職
員
、
保
護
者
若
し
く
は
卒
業
生
で
構
成
す
る
団
体
（
以
下
「
学
校
関
係
団
体
」
と

い
う
。
）
か
ら
の
委
任
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
経
費
等
の
収
納
、
管
理
及
び
支
出
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

学
校
教
育
活
動
を
行
う
た
め
に
保
護
者
等
が
負
担
す
る
経
費 

 

二 

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
一
条
第
二
項
、
夜
間
課
程

を
置
く
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
五

十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
又
は
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
及
び
高
等
部
に
お
け
る
学
校

給
食
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
保
護
者
等
が
負
担
す
る
経
費 

 

三 

学
校
関
係
団
体
の
会
費 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
校
長
が
特
に
指
定
す
る
経
費 

 

（
補
則
） 

第
八
十
三
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
県
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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